
 

平成 27年 6月 23日 

各 位 

株式会社 鳥取銀行 

 

株式会社日本政策金融公庫との「業務連携・協力に関する覚書」の締結について 

～ 地域内の金融機関が連携！創業者への支援体制を強化します！！ ～ 

 

株式会社 鳥取銀行（頭取 宮﨑 正彦）では、株式会社日本政策金融公庫鳥取支店・米子

支店（鳥取支店長 船山 学、米子支店長 前田 芳昭）と「業務連携・協力に関する覚書」

を締結いたしましたのでお知らせします。 

本連携・協力は、鳥取県内における新規創業や新事業支援のほか、農商工連携等の各分野

に係る情報交換や情報共有、各種セミナーや商談会等の共同開催などを実施し、地域事業者

への包括的な支援体制の強化を目指しております。 

当行は今後も地域における新たな雇用を創出し、地域経済を活性化させる創業への支援体

制を充実させるとともに、地域内での連携を強化することで、地方創生に積極的に関与して

まいります。 

 

記 

 

1.契約締結日 

 平成 27年 6月 23日（火） 

 

2.本連携・協力の概要 

（1）情報交換や情報共有 

鳥取県内の中小事業者および農林水産業者の農商工連携並びに 6次産業化等に関する

情報交換や情報共有 
 

（2）鳥取県内の創業・新事業に係る協調融資の推進 

   平成 27年 7月より、当行または日本政策金融公庫において、創業や新事業進出に伴う

金融支援行う際に、単独での対応が困難な場合等において連携を行い、協調して金融支

援を行います。 
 

（3）地域経済の活性化に資する各種セミナーや商談会、個別相談会等の共同開催 

 

3.スキーム図 

 別紙をご参照ください。 

 

 

 

 



■スキーム図 
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日本政策金融公庫鳥取銀行 業務提携

　●協調融資の実施

　●個別企業からの相談への対応

　●各種セミナー、商談会等の共催

　●相互の内部研修等への講師派遣等

 

 

 

以 上 

＜本件に関するお問い合せ先＞ 

地域ビジネス推進室（船越） 経営統括部（安田） 

TEL 0857-37-0274・0260 


